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電動キックボードに関連する交通違反・事故の発生状況①

通行区分 信号無視 一時不停止 整備不良 その他

＜指導警告件数（令和３年９月～令和４年６月） ＞＜検挙件数（令和３年９月～令和４年６月） ＞

整備不良 通行区分 無免許 ヘルメット その他

計654件 計767件

電動キックボード指導取締り件数（違反類型別）

※「その他」のうち、酒気帯び運転は12件 ※「その他」中、酒気帯び運転は９件

※ 都道府県警察から警察庁に報告された数値を集計 １



電動キックボードに関連する交通違反・事故の発生状況②

電動キックボード検挙・指導警告（違反類型別）

指導取締り件数の推移（令和３年９月～令和４年６月）

検挙及び指導警告件数の合計（警察庁に報告のあった件数を集計）

※ グラフ中【 】内の数値は酒気帯び運転の件数（「その他」の内数）
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９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 合計

通行区分 25 18 7 20 22 77 114 125 113 103 624

整備不良 43 29 24 19 24 23 22 36 39 24 283

無免許 26 17 12 15 15 9 16 30 23 23 186

信号無視 1 0 0 1 6 13 11 25 21 26 104

ヘルメット 3 2 2 1 1 8 9 17 14 4 61

一時不停止 0 0 6 0 7 7 2 2 8 2 34

その他 13 13 10 7 7 15 7 17 19 21 129

合計 111 79 61 63 82 152 181 252 237 203 1421

２



＜相手当事者別（令和２年～令和４年６月）＞

※電動キックボードが第１当事者又は第２当事者となった人身事故で、警察庁に報告のあった件数を集計

事故件数 死者数 負傷者数

令和２年 ４ ０ ５

令和３年 29 ０ 30

令和４年（～６月） 16 ０ 16

合計 49 ０ 51

＜電動キックボードに関連する交通事故件数・死傷者数＞

年次 区分

四輪

20件（41%）

自転車

９件（18%）

歩行者

８件（16%）

二輪２件(4%)

単独事故

10件（21%）

＜都道府県別（令和２年～令和４年６月） ＞

※その他：群馬１件、埼玉２件、千葉１件、石川１件、愛知１件、徳島１件、長崎１件

電動キックボードに関連する交通違反・事故の発生状況③

３



特定小型原動機付自転車の保安基準（案）について

令和４年度車両安全対策検討会資料より抜粋

４



特定小型原動機付自転車の型式認定（案）等について

第３回新たなモビリティ安全対策WG資料３より抜粋

５



課税標識（ナンバープレート）等について①

原動機付自転車について（地方税法）

一 原動機付自転車

イ 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。) 年額 二千円

ロ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、
0.8キロワット以下のもの

年額 二千円

ハ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 二千四百円

ニ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25
キロワットを超えるもの

年額 三千七百円

二・三 （略）

（種別割の標準税率）
第463条の15 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

２・３ （略）

（種別割の徴収の方法）
第463条の18 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
２ （略）
３ 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第一項の規定にかかわら
ず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種別割を徴収
することができる。

原動機付自転車について（地方税法施行規則）

（法第463条の15第１項第２号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車）
第15条の15 法第463条の15第１項第１号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距
を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下の原動機付自転車及び側面が構造上開放されている車室を備え、
かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪の原動機付自転車とする。

６



課税標識（ナンバープレート）等について②

横浜市市税条例（例）

（種別割に関する申告義務）
第77条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車
等の所有者等となった日から15日以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。
(1)～(7) （略）

（原動機付自転車等の標識）
第79条 原動機付自転車及び小型特殊自動車（以下軽自動車税について「原動機付自転車等」という。）の所有者・・・は、第77条第１項
・・・の規定による申告の際、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。・・・

２ 前項の規定により交付を受けた標識は、これをその原動機付自転車等の車体に取り付けなければならない。
３～８ （略）

非対面での課税標識（ナンバープレート）の交付を可能としている市町村（例）

一部市町村では、新型コロナウイルス感染症の流行を契機として、課税標識の交付申請・交付を郵送で実施。
➢ 大垣市（岐阜県）

➢ 平塚市（神奈川県）

７


